
  

2026 年 5 月 1 日 

各位 

会 社 名        株式会社地域新聞社 

代表者名    代表取締役社長 細谷 佳津年 

（東証スタンダード・福証本則 証券コード：２１６４） 

問合せ先  コーポレートコミュニケーション室 

 執行役員 五十嵐 正吾 

（TEL.０４７－４８５－１１０７） 

  

当社に対する公開質問状への対応について 

 

株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役社長：細谷 佳津年、以下「当

社」といいます）は、2026 年 4 月 23 日付で MTM Capital 株式会社より公開質問状（以下

「本質問状」といいます）を受領しております。当社は、「当社株式の大量取得行為に関す

る対応策（買収防衛策）」に基づき設置された独立委員会より、2026 年 1 月 15 日付で、一

部株主による共同協調行為が行われていると認定することに関する勧告書を受領しており、

同日開催の取締役会において、当該株主間に共同協調行為が存在していると判断しており

ます。MTM Capital 株式会社は、当該認定の対象とされた株主の一社に含まれております。 

 

当社は、2024 年 2 月に現代表が就任して以降、一貫して株主の皆様をはじめとするステ

ークホルダーに対し、経営方針および各種取組みについて、公平性および透明性の確保を重

視し、法令および適時開示規則に則った開示にとどまらず、積極的な IR 活動を通じて自主

的な情報開示を行っております。本質問状において言及されている事項のうち、未公表の検

討過程や個別の投資判断の詳細等については、フェアディスクロージャー・ルールの観点か

ら、特定の相手方に対して個別に詳細な回答を行うことは差し控えております。 

 

一方で、株主の皆様に対して当社の取組みおよびその背景について十分にご理解いただ

くことは重要であると認識しており、本件に関連する基本的な考え方および事実関係につ

いて、以下のとおりご説明いたします。 

 

1. 業績および企業価値向上に向けた進捗について 

 

当社は、2024 年 2 月 7 日の現経営体制発足以降、「時価総額の向上」を最重要課題として



掲げ、各種施策を推進してまいりました。その結果、業績面においては明確な改善が見られ

ております。具体的には、2023 年 8 月期（第 39 期）まで赤字が継続していた状況から、

2024 年 8 月期（第 40 期）に黒字化を実現し、続く 2025 年 8 月期（第 41 期）には大幅な

増益を達成いたしました。さらに、足元の進行期においても本業収益は順調に推移しており、

企業価値向上に向けた取組みは着実に進展しております。 

当社としては、これらの成果は、後述する経営方針および戦略に基づく各種施策の実行に

よるものであると認識しております。 

 

2. 当社の経営方針およびこれまでの取組みについて 

 

 当社は、2024 年 6 月に企業価値向上のための具体的な戦略および実行計画である

「Strategic Plan」を策定・公表し、その実行に取り組んでまいりました。本プランは、数カ

月に一度の頻度で継続的に見直し・更新を行い、その都度開示を行っております。また、本

プランについては株主総会において勧告的決議として株主の皆様に都度お諮りし、ご承認

をいただいております。当社経営陣は、こうしたプロセスを通じて株主の皆様から付託され

た方針に基づき、その実行責任を負うものと認識し、各施策を推進しております。 

 また、経営スタイルについても刷新し、従来の取締役中心の体制から、執行役員を含めた

スタイルを採用するとともに、縦割り型の運営を脱却し、全社最適の観点に基づく経営資源



の調達および配分を行うマネジメント手法へと転換しております。あわせて、オフィシャル

な経営会議に加え、経営トップと執行役員を中心とした会議体を設けることにより、迅速か

つ合理的な意思決定を実行しております。 

「Strategic Plan」においては、従来のフリーペーパー事業にとどまらず、当社がこれまで

に培ってきた経営資源（アセット）を再定義し、それらを基盤とした新たな事業展開、アラ

イアンス、DX・AI 領域への展開等を推進しております。 

アライアンス戦略については、複数企業との連携により関連売上が着実に拡大しており、

いわゆるホッケースティック型の成長曲線を描く形で成果が顕在化しております（2025 年

8 月 28 日公表「戦略的アライアンス推進に関する 2025 年 8 月期通期見込みを公表」参照）。 

また、非連続な成長を実現するための中核戦略として M&A を位置付けており、その実行

にあたっては、株式交換を含む複数の手法の中から、個別案件の特性に応じて最適な手段を

選択しながら推進しております。当該構想は「地域共創プラットフォーム」として整理して

おり、その新規性・有効性については、文化放送主催「中小企業ビジネス＆イノベーション

アワード 2025」における受賞をはじめ、複数の講演依頼等を通じて外部からも明示的な評

価を受けております。さらに、これらの戦略の延長線上として、2026 年 4 月 15 日付で福

岡証券取引所への重複上場を実現しており、資本市場との接点拡大および成長戦略の加速

に取り組んでおります。 

加えて、AI 技術領域においては、当社の保有するデータ資産を活用した独自技術につい

て、2025 年 12 月 5 日付で特許の権利化が成立しており、さらに当該技術のグローバル展

開を見据えた PCT（特許協力条約）出願も完了しております。 

このように、当社は「Strategic Plan」に基づき、事業・組織・技術の各側面において具体

的な施策を実行し、その成果を着実に積み上げております。 

 

3. 資本政策および既存株主価値について 

 

当社は、企業価値の向上を目的とした成長戦略の実現にあたり、資本政策についても既存

株主の利益との整合性を重要な前提として検討・実行しております。 

現経営体制発足後、当社がノンコミットメント型ライツ・オファリングにより発行した第

7 回新株予約権については、すべての株主に対して新株予約権を無償で割り当てており、株

主は、新株予約権を行使して追加投資を行うか、市場で売却するという複数の選択肢を有し

ておりました。 

当該施策実施後の株価推移および株式分割等を踏まえて検証すると、以下のとおり、いず

れの選択を行った株主においても保有株式価値の増加が確認されております。 

https://ir.chiikinews.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/08/%E6%88%A6%E7%95%A5%E7%9A%84%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B9%E6%8E%A8%E9%80%B2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B2025%E5%B9%B48%E6%9C%88%E6%9C%9F%E9%80%9A%E6%9C%9F%E8%A6%8B%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8%E2%80%97%E6%A5%AD%E5%8B%99%E6%8F%90%E6%90%BA%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%AA%92%E4%BD%93%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%B4%AF%E8%A8%88%E5%8F%97%E6%B3%A8%E9%A1%8D%E3%81%8C%E3%83%9B%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E6%9B%B2%E7%B7%9A%E3%82%92%E6%8F%8F%E3%81%84%E3%81%A6%E6%8B%A1%E5%A4%A7.pdf
https://ir.chiikinews.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/08/%E6%88%A6%E7%95%A5%E7%9A%84%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B9%E6%8E%A8%E9%80%B2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B2025%E5%B9%B48%E6%9C%88%E6%9C%9F%E9%80%9A%E6%9C%9F%E8%A6%8B%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8%E2%80%97%E6%A5%AD%E5%8B%99%E6%8F%90%E6%90%BA%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%AA%92%E4%BD%93%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%B4%AF%E8%A8%88%E5%8F%97%E6%B3%A8%E9%A1%8D%E3%81%8C%E3%83%9B%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E6%9B%B2%E7%B7%9A%E3%82%92%E6%8F%8F%E3%81%84%E3%81%A6%E6%8B%A1%E5%A4%A7.pdf


 

※2024 年 2 月 7 日時点の株価（374 円）を基準とし、第 7 回新株予約権の行使価格（283

円）、株式分割および 2026 年 4 月 28 日の終値（323 円）を前提として試算 

 

このように、当該資本政策は結果として株主価値の向上に寄与したものと認識しており

ます。 

当社としては、資本政策の実施にあたっては、中長期的な企業価値および株主価値の向上

という観点から、その合理性および必要性を判断しております。今後においても、同様の観

点に基づき、株主の皆様の利益に資する資本政策の検討・実行を行ってまいります。 

 

4. 独立委員会およびガバナンスについて 

 

当社は、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき、独立委員会

を設置し、同委員会による調査および勧告を受けております。当社は、独立委員会の判断を

真摯に受け止めるとともに、株主共同の利益および企業価値の維持・向上の観点から、適切



に対応を行っております。なお、2026 年 1 月 15 日付で独立委員会より、一部株主による

共同協調行為が行われていると認定することに関する勧告書を受領しており、同日開催の

取締役会において、当該株主間に共同協調行為が存在していると判断しております。MTM 

Capital 株式会社は、当該認定の対象とされた株主の一社に含まれております（詳細につい

ては、別添の勧告書および手続違反通知書をご参照ください）。 

 

当社は、株主・投資家の皆様との建設的な対話を重視しており、今後も透明性の高い情報

開示および企業価値向上に向けた取組みを継続してまいります。今後、開示すべき重要事実

が生じた場合には、法令および適時開示規則に従い、速やかかつ適切に公表してまいります。

本件に関する情報につきましては、当社が公表する適時開示資料、決算説明資料、その他公

式情報をご参照いただきますようお願い申し上げます。 

 

以上 




































































